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５ 申込みに必要な書類                  
 
就労等の状況を証明する書類（各証明書は証明年月日から 3 か月以内のもの）の画像やデータ添付が必

要です。 
保護者１名につき、以下の状況に応じて書類を添付してください※1。 
きょうだいで同じ学校の一般登録早朝・夕方利用に申請する場合も、二人目以降の保護者書類の添付は必要です。  

状況 提出書類・添付書類 

 
就労 

 
就労証明書（北区ホームページからダウンロードできます） 
 
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-wakuwaku/kosodatekyoiku/plan/gakudo/gakudou_shinsei.html 

● 変則就労の場合で、就労証明書だけでは基準を満たしているか確認できない場合は、シフト表やタイム
カード等の提出を求めることがあります。 

● 必ず勤務先の証明を受けてください。 
● 自営業（フリーランス）の方はご自身で就労証明書を作成してください。就労証明書で勤務状況が判断

できない場合は、請負契約書、発注表等のコピーを提出していただく場合があります。 
● 勤務先が複数箇所になる場合は、就労証明書も複数添付してください。 
● 下のお子さんの保育園申請に使用する、就労証明書（証明日が 3 か月以内証明済みのもの）をご自身で

用意していただき、添付していただくこともできます。ただし、短時間勤務制度を利用している場合は、
必ず短時間勤務の記載がある就労証明書を添付してください。 

● 単身赴任中の場合、就労証明書は不要です。 
● 就労証明書の修正には修正液や修正テープを使用できません。二重線で訂正をしてください。 

なお、就労証明書の訂正（加筆・修正等）が必要な場合は、勤務先による訂正に限ります。 

求職中 

 
● 書類の添付は不要です。 
● 利用承認期間は利用承認日から２か月以内です。 
● 利用承認日から２か月以内に就職できない場合、一般登録早朝・夕方利用は辞退していただきます。 
● 求職期間の延長はできません。 
● 求職期間終了後、学童クラブを「求職中」として申し込むことはできません。 
 

出産予定 
母子手帳の出産予定日が記載されているページ 

● 利用承認期間は出産予定月の２か月前から出産日以後２か月以内です。 

疾病・ 
心身障害 身体障害者手帳等 または 診断書 

看護・介護 介護を受けている人の介護保険被保険者証（要介護状態区分等の確認ができるページ） 
または 診断書 

学生・ 
技能取得 在学証明書 または 学生証等 ＋ 時間割表等 

 
※１ 申請するお子さんが身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所有している場合は、

添付してください。 
 
 
 
 
 
 

＊当該就労証
明書は、学童ク
ラブ利用（1〜3
年生）の申請で
も使用するこ
とができます。
必要な方はあ
らかじめコピ
ーをお手元に
保管ください。 

https://www.city.kita.tokyo.jp/k-wakuwaku/kosodatekyoiku/plan/gakudo/gakudou_shinsei.html
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５ 申込みに必要な書類                  
 

就労等の状況を証明する書類（各証明書は証明年月日から 3 か月以内のもの） 
  保護者１名につき、以下の状況に応じて書類を添付してください※1。 
  きょうだいで同じ学童クラブに申請する場合も、それぞれの申請に保護者書類の添付が必要です。  

状況 提出書類・添付書類 

就労 

 
就労証明書（北区ホームページからダウンロードできます） 
 
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-wakuwaku/kosodatekyoiku/plan/gakudo/gakudou_shinsei.html 

● 変則就労の場合で、就労証明書だけでは基準を満たしているか確認できない場合は、シフト表やタイム
カード等の提出を求めることがあります。 

● 必ず勤務先の証明を受けてください。 
● 自営業（フリーランス）の方はご自身で就労証明書を作成してください。就労証明書で勤務状況が判断

できない場合は、請負契約書、発注表等のコピーを提出していただく場合があります。 
● 勤務先が複数箇所になる場合は、就労証明書も複数提出してください。 
● 下のお子さんの保育園申請に使用する、就労証明書（証明日が 3 か月以内証明済みのもの）をご自身で

用意していただき、ご提出していただくこともできます。ただし、短時間勤務制度を利用している場合
は、必ず短時間勤務の記載がある就労証明書を提出してください。 

● 単身赴任中の場合、就労証明書は不要です。 
● 就労証明書の修正には修正液や修正テープを使用できません。二重線で訂正をしてください。 

なお、就労証明書の訂正（加筆・修正等）が必要な場合は、勤務先による訂正に限ります。 

求職中 

● 書類の添付は不要です。 
● 利用承認期間は利用承認日から２か月以内です。 
● 利用承認日から２か月以内に就職できない場合、学童クラブの利用は辞退していただきます。 
● 求職期間の延長はできません。 
● 求職期間終了後、一般登録早朝・夕方利用を「求職中」として申し込むことはできません。 

出産予定 母子手帳の出産予定日が記載されているページ 

● 利用承認期間は出産予定月の２か月前から出産日以後２か月以内です。 

疾病・ 
心身障害 身体障害者手帳等 または 診断書 

看護・介護 介護を受けている人の介護保険被保険者証（要介護状態区分等の確認ができるページ） 
または 診断書 

学生・ 
技能取得 在学証明書 または 学生証等 ＋ 時間割表等 

 
 ※１ 申請するお子さんが身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所有している場合は、

手帳の写しを添付してください。  

 

 

 

 

＊当該就労証
明書は、一般登
録早朝・夕方延
長の申請でも
使用すること
ができます。必
要な方はあら
かじめコピー
をお手元に保
管ください。 

https://www.city.kita.tokyo.jp/k-wakuwaku/kosodatekyoiku/plan/gakudo/gakudou_shinsei.html























